
新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

第30類 医療用品 第30類 医療用品

注 注

１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。
じ じ じ じ

（ａ) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲 （ａ) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲 静脈注射用の栄養

食物（静脈注射用の栄養剤を除く。）（第４部参照） 食物（第４部参照） 剤が第30類に分類

されることを明記

した

（ｂ) ～（ｇ) （省 略) （ｂ) ～（ｇ) （省 略)

２～３ （省 略） ２～３ （省 略）

４ 第30.06 項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第30.06 項に属するも ４ 第30.06 項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第30.06 項に属するも

のとし、この表の他の項には属しない。 のとし、この表の他の項には属しない。

（ａ) ～（ｇ) （省 略） （ａ) ～（ｇ) （省 略）

（ｈ) 避妊用化学調製品（第29.37 項のホルモンその他の物質又は殺精子剤を （ｈ) 避妊用化学調製品（ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。） 第30. 06項の範囲

もととしたものに限る。） を明確化し、第29

.37 項のその他の

物品をもととした

避妊用化学調製品

が含まれることを

明らかにした

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－１－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より） （前葉より）

(ij) 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の （新 設） 第30.06 項の範囲

身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させ を明確化し、外科

る薬品としての使用に供するよう調製したゲル 手術又は診療の際

に身体と機器の間

の潤滑剤等として

使用されるゲルが

含まれることを明

らかにした

（ｋ) 薬剤廃棄物（当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を （新 設） 薬剤廃棄物の定義

過ぎたもの） を明確化

２００２年 輸入統計品目表改正

－２－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

30.04 医薬品（混合し又は混合してない物品から成る治 30.04 医薬品（混合し又は混合してない物品から成る治 第30.04 項には、

療用又は予防用のもので、投与量にしたもの（経 療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用 経皮投与剤の形状

皮投与剤の形状にしたものを含む。）又は小売用 の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、 にしたものも含ま

の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、 第30.02 項、第30.05 項又は第30.06 項の物品を れることを明らか

第30.02 項、第30.05 項又は第30.06 項の物品を 除く。) にした

除く。)

（省 略） （省 略）

－第29.37 項のホルモンその他の物質を含有する －第29.37 項のホルモンその他の物質を含有する

もの（抗生物質を含有しないものに限る。) もの（抗生物質を含有しないものに限る。)

（省 略） （省 略）
じん

3004.32 000 －－コルチコステロイドホルモン並びにその誘導 3004.32 000 －－副腎皮質ホルモンを含有するもの ＫＧ 第29類のホルモン

体及び構造類似物を含有するもの ＫＧ (I.I に係る改正に関連

(I.I .) し表記を統一

.)

3004.39 000 －－その他のもの ＫＧ 3004.39 000 －－その他のもの ＫＧ

(I.I (I.I

.) .)

（省 略） （省 略）

30.06 この類の注４の医療用品 30.06 この類の注４の医療用品

（省 略） （省 略）

3006.60 000 －避妊用化学調製品（第29.37 項のホルモンその 3006.60 000 －避妊用化学調製品（ホルモン又は殺精子剤をも 第29.37 項のその

他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る ととしたものに限る。） ＫＧ 他の物質をもとと

。） ＫＧ (I.I した避妊用化学調

(I.I .) 製品が分類される

.) ことを明らかにし

（次葉へ） た

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

3006.70 000 －医学又は獣医学において外科手術若しくは診療 (新 設) 外科手術又は診療

の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又 の際に身体と機器

は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着 の間の潤滑剤等と

させる薬品としての使用に供するよう調製した して用いられるゲ

ゲル ＫＧ ルを特掲

(I.I

.)

3006.80 000 －薬剤廃棄物（当初に意図した使用に適しない薬 (新 設) 薬剤廃棄物を特掲

剤。例えば、使用期限を過ぎたもの） ＫＧ

(I.I

.)

32.04 有機合成着色料（化学的に単一であるかないかを 32.04 有機合成着色料（化学的に単一であるかないかを

問わない。) 、この類の注３の調製品で有機合成 問わない。) 、この類の注３の調製品で有機合成

着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミ 着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミ

ノホアとして使用する種類の合成した有機物（化 ノホアとして使用する種類の合成した有機物（化

学的に単一であるかないかを問わない。) 学的に単一であるかないかを問わない。)

（省 略） （省 略）

3204.19 －－その他のもの（第3204.11 号から第3204.19 3204.19 －－その他のもの（第3204.11 号から第3204.19

号までのうち二以上の号の着色料を混合した 号までのうち二以上の号の着色料を混合した

物品を含む。) 物品を含む。)

（削 除） 010 －－－硫化染料及び硫化建染め染料 ＫＧ

（省 略） （省 略）

090 －－－その他のもの ＫＧ 090 －－－その他のもの ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

34.01 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品（せつ 34.01 せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品（ 項の範囲を拡大し

けんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状 せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケー 、小売用にした液

にし又は成型したものに限るものとし、せつけん キ状にし又は成型したものに限るものとし、せつ 状又はクリーム状

を含有するかしないかを問わない。) 、有機界面 けんを含有するかしないかを問わない。) 並びに の界面活性剤及び

活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄に使用するも せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被 その調製品を含め

ので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに 覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 た

限るものとし、せつけんを含有するかしないかを

問わない。）並びにせつけん又は洗浄剤を染み込

ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、

フェルト及び不織布

（省 略） （省 略）

3401.30 000 －有機界面活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄に (新 設) 小売用にした液状

使用するもので、液状又はクリーム状で小売用 又はクリーム状の

にしたものに限るものとし、せつけんを含有す 界面活性剤及びそ

るかしないかを問わない。） ＫＧ の調製品を特掲

２００２年 輸入統計品目表改正

－５－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

34.04 人造ろう及び調製ろう 34.04 人造ろう及び調製ろう

（省 略） （省 略）

3404.20 000 －ポリ（オキシエチレン）（ポリエチレングリコ 3404.20 000 －ポリエチレングリコールのもの ＫＧ 表記の正確化

ール）のもの ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

こう こう

35.06 調製膠着剤その他の調製接着剤（他の項に該当す 35.06 調製膠着剤その他の調製接着剤（他の項に該当す 表記の正確化
こう こう

るものを除く。) 及び膠着剤又は接着剤としての るものを除く。) 及び膠着剤又は接着剤としての
こう こう

使用に適する物品（膠着剤又は接着剤として小売 使用に適する物品（膠着剤又は接着剤として小売

用にしたもので正味重量が１キログラム以下のも 用にしたもので正味重量が１キログラム以下のも

のに限る。) のに限る。)

（省 略） （省 略）

－その他のもの －その他のもの

3506.91 000 －－ゴム又は第39.01 項から第39.13 項までの重 3506.91 000 －－ゴム又はプラスチック（人造樹脂を含む。)

合体をもととした接着剤 ＫＧ をもととした接着剤 ＫＧ

（省 略） （省 略）

37.02 感光性のロール状写真用フィルム（露光してない 37.02 感光性のロール状写真用フィルム（露光してない

ものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊 ものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊

維製のものを除く。) 及び感光性のロール状イン 維製のものを除く。) 及び感光性のロール状イン

スタントプリントフィルム（露光してないものに スタントプリントフィルム（露光してないものに

限る。) 限る。)

（省 略） （省 略）

－その他のもの －その他のもの

3702.91 000 －－幅が16ミリメートル以下のもの ＳＭ Ｍ 3702.91 000 －－幅が16ミリメートル以下で、長さが14メート 3702.92- 000を37

ル以下のもの ＳＭ Ｍ 02.91- 000に統合

3702.92 000 －－幅が16ミリメートル以下で、長さが14メート

ルを超えるもの ＳＭ Ｍ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

第38類 各種の化学工業生産品 第38類 各種の化学工業生産品

注 注

１ この類には、次の物品を含まない。 １ この類には、次の物品を含まない。

（ａ) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。 （ａ) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。 注２の新設及び番

（１) ～（３) （省 略） （１) ～（３) （省 略） 号の振り替えに伴

（４) ２の認証標準物質 (新 設) う改正

（５) ３の（ａ) 又は（ｃ) の物品 （４) ２の（ａ) 又は（ｃ) の物品

（ｂ) （省 略） （ｂ) （省 略）
ひ

（ｃ) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有する灰及び残留物（汚泥を含み、第 （新 設） 第26.20 項の範囲

26類注３（ａ) 又は（ｂ) の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を が拡大されことに

除く。第26.20 項参照） よる改正

（ｄ) （省 略） （ｃ) （省 略）

（ｅ) （省 略） （ｄ) （省 略）

２ (Ａ) 第38.22 項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値 （新 設） 認証標準物質の定

、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付さ 義を新設

れており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。

（Ｂ) 認証標準物質は、第28類及び第29類の物品を除くほか、第38.22 項に属

するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。

３ （省 略） ２ （省 略）

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より） （前葉より）

４ この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店 (新 設) 「都市廃棄物」の

舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の 定義を新設

廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチッ

ク、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から

成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、

都市廃棄物には、次の物品を含まない。

（ａ) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属

するもの（例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属

のくず並びに使用済みの電池）

（ｂ) 産業廃棄物

（ｃ) 第30類注４（ｋ) の薬剤廃棄物

（ｄ) 注６（ａ) の医療廃棄物

５ 第38.25 項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい （新 設） 下水汚泥の定義を

、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含む 新設

ものとし、肥料として安定化された汚泥を除く（第31類参照）。

６ 第38.25 項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第 (新 設） その他の廃棄物の

38.25 項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない（第27.10 項 定義を新設

参照）。

（ａ) 医療廃棄物（医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的

若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い

汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの（例えば、汚染さ

れた衣類、使用済みの手袋及び注射器）をいう。）

（ｂ) 有機溶剤廃棄物

（ｃ) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

（ｄ) 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる廃棄物（（ｂ) 及び（

ｃ）のものを除く。）

号注 （新 設）

１ 第3825.41 号及び第3825.49 号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤 「有機溶剤廃棄物

を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄 」の定義を新設

物（溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。）をいう。

２００２年 輸入統計品目表改正

－１０－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

38.17 38.17 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレ 3817.10 号、3817

3817.00 000 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレ ン（第27.07 項又は第29.02 項の物品を除く。) .20 号を3817.00

ン（第27.07 項又は第29.02 項のものを除く。) ＫＧ 号に統合

（削 除） 3817.10 000 －混合アルキルベンゼン ＫＧ

（削 除） 3817.20 000 －混合アルキルナフタレン ＫＧ

38.22 38.22 第38.22 項に「認

3822.00 000 診断用又は理化学用の試薬（支持体を使用したも 3822.00 000 診断用又は理化学用の試薬（支持体を使用したも 証標準物質」が分

のに限る。) 及び診断用又は理化学用の調製試薬 のに限る。) 及び診断用又は理化学用の調製試薬 類されることを明

（支持体を使用してあるかないかを問わない。)( （支持体を使用してあるかないかを問わない。)( 確化

第30.02 項又は第30.06 項のものを除く。) 並び 第30.02 項又は第30.06 項のものを除く。) ＫＧ

に認証標準物質 ＫＧ

２００２年 輸入統計品目表改正

－１１－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

38.24 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工 38.24 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工 第38.25 項の新設

業（類似の工業を含む。) において生産される化 業（類似の工業を含む。) において生産される化 に伴い、項の規定

学品及び調製品（天然物のみの混合物を含むもの 学品及び調製品（天然物のみの混合物を含むもの を変更

とし、他の項に該当するものを除く。) とし、他の項に該当するものを除く。）並びに当

該工業において生ずる残留物( 他の項に該当する

ものを除く。)

（省 略） （省 略）

3824.90 －その他のもの 3824.90 －その他のもの

（省 略） （省 略）

（削 除） －－セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア 3824.90-210,-220

性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃 を3825.90-100 に

酸化鉄 統合

210 －－－セレンさい及びテルルさい ＫＧ

220 －－－アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際

に産出する廃酸化鉄 ＫＧ

200 －－脂肪酸混合物の誘導体 ＫＧ 300 －－脂肪酸混合物の誘導体 ＫＧ

－－その他のもの －－その他のもの

310 －－－オクタブロモジフェニル－オキシド及びヘ 410 －－－オクタブロモジフェニル－オキシド及びヘ

プタブロモジフェニル－オキシドを主成分 プタブロモジフェニル－オキシドを主成分

とする混合物並びにジブロモネオペンチル とする混合物並びにジブロモネオペンチン

グリコールを主成分とする混合物 ＫＧ グリコールを主成分とする混合物 ＫＧ

390 －－－その他のもの ＫＧ 490 －－－その他のもの ＫＧ

２００２年 輸入統計品目表改正

－１２－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

38.25 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる （新 設） 他の項に該当しな

残留物（他の項に該当するものを除く。）、都市 い化学工業（類似

廃棄物、下水汚泥並びにこの類の注６のその他の の工業を含む。）

廃棄物 の残留物、都市廃

3825.10 000 －都市廃棄物 ＫＧ 棄物、下水汚泥及

3825.20 000 －下水汚泥 ＫＧ び注６のその他の

3825.30 000 －医療廃棄物 ＫＧ 廃棄物に関する項

－有機溶剤廃棄物 を新設

3825.41 000 －－ハロゲン化合物 ＫＧ

3825.49 000 －－その他のもの ＫＧ

3825.50 000 －金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液

の廃棄物 ＫＧ

－化学工業（類似の工業を含む。）において生ず

る廃棄物

3825.61 000 －－有機物を主成分とするもの ＫＧ

3825.69 000 －－その他のもの ＫＧ

3825.90 －その他のもの

100 －－セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア

性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃

酸化鉄 ＫＧ

900 －－その他のもの ＫＧ

２００２年 輸入統計品目表改正

－１３－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

第39類 プラスチック及びその製品 第39類 プラスチック及びその製品 「可塑剤」には、

号注 号注 「二次可塑剤」も

１ （省 略） １ （省 略） 含まれることを明

２ 第3920.43 号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。 （新 設） 確化。

39.04 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合 39.04 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合 分類変更なし・表

体（一次製品に限る。) 体（一次製品に限る。) 記の正確化

3904.10 －ポリ（塩化ビニル）（他の物質と混合してない 3904.10 －ポリ塩化ビニル（他の物質と混合してないもの

ものに限る。) に限る。)

－その他のポリ（塩化ビニル） －その他のポリ塩化ビニル

3904.21 －－可塑化してないもの 3904.21 －－可塑化してないもの

3904.22 －－可塑化したもの 3904.22 －－可塑化したもの

（省 略） （省 略）

39.05 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及び 39.05 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及び 分類変更なし・表

その他のビニル重合体（一次製品に限る。) その他のビニル重合体（一次製品に限る。) 記の正確化

－ポリ（酢酸ビニル） －ポリ酢酸ビニル

3905.12 000 －－水に分散しているもの ＫＧ 3905.12 000 －－水に分散しているもの ＫＧ

3905.19 000 －－その他のもの ＫＧ 3905.19 000 －－その他のもの ＫＧ

（省 略） （省 略）

3905.30 000 －ポリ（ビニルアルコール）（加水分解してない 3905.30 000 －ポリビニルアルコール（加水分解してないアセ

アセテート基を含有するかしないかを問わない テート基を含有するかしないかを問わない。） ＫＧ

。） ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正

－１４－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

39.06 アクリル重合体（一次製品に限る。) 39.06 アクリル重合体（一次製品に限る。) 分類変更なし・表

3906.10 －ポリ（メタクリル酸メチル） 3906.10 －ポリメタクリル酸メチル 記の正確化

（省 略） （省 略）

39.07 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ 39.07 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ 分類変更なし・表

樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリ 樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリ 記の正確化

アリルエステルその他のポリエステル（一次製品 アリルエステルその他のポリエステル（一次製品

に限る。) に限る。)

（省 略） （省 略）

3907.60 －ポリ（エチレンテレフタレート） 3907.60 －ポリエチレンテレフタレート

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正

－１５－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

39.20 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム 39.20 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム 可塑剤の含有量に

、はく及びストリップ（多泡性のもの並びに補強 、はく及びストリップ（多泡性のもの並びに補強 よる号の範囲の明

し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及び し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及び 確化

これらに類する方法により他の材料と組み合わせ これらに類する方法により他の材料と組み合わせ

たものを除く。) たものを除く。)

（省 略） （省 略）

－塩化ビニルの重合体製のもの －塩化ビニルの重合体製のもの

3920.43 000 －－可塑剤を全重量の６％以上含むもの ＫＧ 3920.41 000 －－硬質のもの ＫＧ

3920.49 000 －－その他のもの ＫＧ 3920.42 000 －－軟質のもの ＫＧ

－アクリル重合体製のもの －アクリル重合体製のもの

3920.51 000 －－ポリ（メタクリル酸メチル）製のもの ＫＧ 3920.51 000 －－ポリメタクリル酸メチル製のもの ＫＧ

－ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリア －ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリア

リルエステル製その他のポリエステル製のもの リルエステル製その他のポリエステル製のもの

（省 略） （省 略）

3920.62 000 －－ポリ（エチレンテレフタレート）製のもの ＫＧ 3920.62 000 －－ポリエチレンテレフタレート製のもの ＫＧ

－その他のプラスチック製のもの －その他のプラスチック製のもの

（省 略） （省 略）

3920.91 000 －－ポリ（ビニルブチラール）製のもの ＫＧ 3920.91 000 －－ポリビニルブチラール製のもの ＫＧ

（省 略） （省 略）

39.22 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流 39.22 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、 「台所用流し」は

し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、 ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽 洗面台と同じく衛

水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 その他これらに類する衛生用品 生用品として3922

3922.10 000 －浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台 ＫＧ 3922.10 000 －浴槽、シャワーバス及び洗面台 ＫＧ .90 号ではなく39

（省 略） （省 略） 22.10 号に分類す

3922.90 000 －その他のもの ＫＧ 3922.90 000 －その他のもの ＫＧ ることを明確化。

２００２年 輸入統計品目表改正

－１６－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

39.26 その他のプラスチック製品及び第39.01 項から第 39.26 その他のプラスチック製品及び第39.01 項から第 分類変更なし・「

39.14 項までの材料（プラスチックを除く。) か 39.14 項までの材料（プラスチックを除く。) か 手袋」という用語

ら成る製品 ら成る製品 の範囲の明確化

（省 略） （省 略）

3926.20 000 －衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミット 3926.20 000 －衣類及び衣類附属品（手袋を含む。) ＫＧ

を含む。) ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正

－１７－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

第40類 ゴム及びその製品 第40類 ゴム及びその製品

注 注

１ （省 略） １ （省 略）

２ この類には、次の物品を含まない。 ２ この類には、次の物品を含まない。

（ａ) ～（ｅ) （省 略） （ａ) ～（ｅ) （省 略）

（ｆ) 第95類の物品 (運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第40.11 項か （ｆ) 第95類の物品 (運動用の手袋及び第40.11 項から第40.13 項までの製 「手袋」という用

ら第40.13 項までの製品を除く。) 品を除く。) 語の範囲の明確化

３～９ （省 略） ３～９ （省 略）

40.09 管及びホース（加硫したゴム（硬質ゴムを除く。 40.09 管及びホース（加硫したゴム（硬質ゴムを除く。 継手付きの物品と

) 製のものに限るものとし、継手（例えば、ジョ ) 製のものに限るものとし、継手（例えば、ジョ 、継手なしの物品

イント、エルボー及びフランジ) を取り付けてあ イント、エルボー及びフランジ) を取り付けてあ を各項目ごとに細

るかないかを問わない。) るかないかを問わない。) 分

－他の材料により補強してないもの及び他の材料 4009.10 000 －他の材料により補強してないもの及び他の材料 4009.10 号,20 号

と組み合わせてないもの と組み合わせてないもの（継手なしのものに限 ,30 号,40 号,50

4009.11 000 －－継手なしのもの ＫＧ る。） ＫＧ 号を11号,12 号,

4009.12 －－継手付きのもの 4009.20 000 －金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わ 21号,22 号,31 号

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ せたもの（継手なしのものに限る。） ＫＧ ,32 号,41 号,42

200 －－－その他のもの ＫＧ 4009.30 －紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維の 号に分割

－金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わ みと組み合わせたもの（継手なしのものに限る

せたもの 。）

4009.21 000 －－継手なしのもの ＫＧ 100 －－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

4009.22 －－継手付きのもの 200 －－その他のもの ＫＧ

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

200 －－－その他のもの ＫＧ

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－１８－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より） （前葉より）

－紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維の 4009.40 －他の材料により補強し又は他の材料と組み合わ

みと組み合わせたもの せたもの（継手なしのものに限る。）

4009.31 －－継手なしのもの 100 －－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ 200 －－その他のもの ＫＧ

200 －－－その他のもの ＫＧ 4009.50 －継手付きのもの

4009.32 －－継手付きのもの 100 －－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ 200 －－その他のもの ＫＧ

200 －－－その他のもの ＫＧ

－他の材料により補強し又は他の材料と組み合わ

せたもの

4009.41 －－継手なしのもの

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

200 －－－その他のもの ＫＧ

4009.42 －－継手付きのもの

100 －－－自動車に使用する種類のもの ＫＧ

200 －－－その他のもの ＫＧ

２００２年 輸入統計品目表改正

－１９－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40.10 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング（ 40.10 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング（ Ｖ－リブ型ベルト

加硫したゴム製のものに限る。) 加硫したゴム製のものに限る。) を区別

（省 略） （省 略） 4010.21 号,22 号

－伝動用のベルト及びベルチング －伝動用のベルト及びベルチング を31号,32 号,33

4010.31 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台 4010.21 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台 号,34 号に分割

形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－リブ型で、 形のもの（Ｖベルト）で、円周が60センチメ

円の外周が60センチメートルを超え180 セン ートルを超え180 センチメートル以下のもの

チメートル以下のものに限る。） ＫＧ に限るものとし、溝があるかないかを問わな

4010.32 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台 い。） ＫＧ

形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－リブ型以外

のもので、円の外周が60センチメートルを超

え180 センチメートル以下のものに限る。） ＫＧ

4010.33 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台 4010.22 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台

形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－リブ型で、 形のもの（Ｖベルト）で、円周が180 センチ

円の外周が180 センチメートルを超え240 セ メートルを超え240 センチメートル以下のも

ンチメートル以下のものに限る。） ＫＧ のに限るものとし、溝があるかないかを問わ

4010.34 000 －－エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台 ない。） ＫＧ

形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－リブ型以外

のもので、円の外周が180 センチメートルを

超え240 センチメートル以下のものに限る。

） ＫＧ

4010.35 000 －－エンドレス状の同期ベルト（円の外周が60セ 4010.23 000 －－エンドレス状の同期ベルト（円周が60センチ

ンチメートルを超え150 センチメートル以下 メートルを超え150 センチメートル以下のも

のものに限る。) ＫＧ のに限る。) ＫＧ

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２０－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より） （前葉より）

4010.36 000 －－エンドレス状の同期ベルト（円の外周が150 4010.24 000 －－エンドレス状の同期ベルト（円周が150 セン

センチメートルを超え198 センチメートル以 チメートルを超え198 センチメートル以下の

下のものに限る。) ＫＧ ものに限る。) ＫＧ

4010.39 000 －－その他のもの ＫＧ 4010.29 000 －－その他のもの ＫＧ

40.11 ゴム製の空気タイヤ（新品のものに限る。) 40.11 ゴム製の空気タイヤ（新品のものに限る。) ゴム製空気タイヤ

（省 略） （省 略） を、使用する車両
あや

－その他のもの（杉綾模様その他これに類する模 －その他のもの 及び機械の種類並
あや

様となるトレッドを有するものに限る。） 4011.91 －－杉綾模様その他これに類するトレッドを有す びにリム径によっ

4011.61 －－農業用又は林業用の車両及び機械に使用する るもの て分類。

種類のもの 010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が 4011.91 号,99 号

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるものに限る。 を61号,62 号,63

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。 ) ＮＯ ＫＧ 号,69 号,92 号,9

) ＮＯ ＫＧ 090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ 3 号,94 号,99 号

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ に分割

4011.62 －－建設用又は産業用の車両及び機械に使用する

種類のものでリム径が61センチメートル以下

のもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（次葉へ） （次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２１－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

4011.63 －－建設用又は産業用の車両及び機械に使用する

種類のものでリム径が61センチメートルを超

えるもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

4011.69 －－その他のもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２２－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より） （前葉より）

－その他のもの 4011.99 －－その他のもの

4011.92 －－農業用又は林業用の車両及び機械に使用する 010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

種類のもの 101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が ) ＮＯ ＫＧ

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。 090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

4011.93 －－建設用又は産業用の車両及び機械に使用する

種類のものでリム径が61センチメートル以下

のもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（次葉へ）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２３－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

4011.94 －－建設用又は産業用の車両及び機械に使用する

種類のものでリム径が61センチメートルを超

えるもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

4011.99 －－その他のもの

010 －－－自動車に使用する種類のもの（公称の幅が

101.6 ミリメートルを超えるものに限る。

) ＮＯ ＫＧ

090 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

40.12 ゴム製の空気タイヤ（更生したもの及び中古のも 40.12 ゴム製の空気タイヤ( 更生したもの及び中古のも 更生タイヤを、用

のに限る。) 並びにゴム製のソリッドタイヤ、ク のに限る。) 並びにゴム製のソリッドタイヤ、ク 途とサイズによっ

ッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラ ッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイ て分類。

ップ ヤフラップ 4012.10 号を11号

－更生タイヤ 4012.10 000 －更生タイヤ ＮＯ ＫＧ ,12 号,13 号,19

4012.11 000 －－乗用自動車（ステーションワゴン及びレーシ 号に分割

ングカーを含む。）に使用する種類のもの ＮＯ ＫＧ

4012.12 000 －－バス又は貨物自動車に使用する種類のもの ＮＯ ＫＧ

4012.13 000 －－航空機に使用する種類のもの ＮＯ ＫＧ

4012.19 000 －－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２４－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40.15 衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミットを 40.15 衣類及び衣類附属品（手袋を含み、加硫したゴム 分類変更なし・「

含み、加硫したゴム（硬質ゴムを除く。) 製のも （硬質ゴムを除く。) 製のものに限るものとし、 手袋」という用語

のに限るものとし、用途を問わない。) 用途を問わない。) の範囲の明確化

－手袋、ミトン及びミット －手袋

4015.11 000 －－外科用のもの ＰＲ ＫＧ 4015.11 000 －－外科用のもの ＰＲ ＫＧ

4015.19 000 －－その他のもの ＰＲ ＫＧ 4015.19 000 －－その他のもの ＰＲ ＫＧ

（省 略） （省 略）

２００２年 輸入統計品目表改正

－２５－


